
「設定」から「基本情報」を選択します。

１．課税事業者への変更(オンライン)



事業区分を免税から「課税」に変更します。

「課税方式」はご自身の申告方法を選んでください。簡易課税選択

届出書の提出をしていない方は「本則課税」になります。

「仕入税額控除方式」はご自身でわからない場合は「個別対応」を

選んでください。

「経理処理方式」はご自身でわからない場合は「税込」を選んでく

ださい。

※「税抜」を選んだ場合のみ「売上関連」「仕入関連」を選択でき

るようになります。

「消費税端数処理」はご自身でわからない場合は「切り捨て」を選

んでください。

画面を下にスクロールして「消費税情報」を表示させます。

「課税事業者となる経過措置」の詳細を広げ、「経過措置を適用する（免税から課税に変わっ

た）」にチェックを入れ、「登録日」を西暦で入力します。登録日は税務署より届く通知書に記載

されています。

入力が終わったら「保存する」をクリックします。

２．消費税情報の変更(本則課税)



「課税方式」で「簡易課税」を

選択した場合、「売上事業区

分」が選択できるようになりま

すので、ご自身のメインの収入

が該当する区分を選択してくだ

さい。

※事業区分が不明の方は申告会

までお問合せください。

全ての選択が終わったら「保存

する」を押します。

３．消費税情報の変更(簡易課税)


